
項目数 割合 A＋Ｂの割合

Ａ 22 38.6%

Ｂ 12 21.1%

Ｃ 23

合計 57

Ａ：最終目標（Ｈ２６）を達成

Ｂ：最終目標（Ｈ２６）の８５％以上を達成

Ｃ：未達成（Ａ，Ｂ以外）

＜各評価における項目例＞

　　　A評価（22項目）

　　　　・・・地域子育て支援拠点の設置か所数，放課後児童クラブ設置数　など

　　　B評価（12項目）

　　　　・・・「育児の日」における企業の取組状況，かごしま子育て支援パスポート事業協賛店舗数　など

　　　C評価（23項目）

　　　　・・・病児・病後児保育の実施か所数，世話やきキューピッドの委嘱数　など

かごしま子ども未来プラン（後期計画）数値目標の実績評価

【評価基準】

区分

評価

５年間（H22～H26）の最終評価

59.6%

40.4%

100%

【資料１ 】

１





数値 最終評価

1
子ども福祉課
青少年男女
共同参画課

２２／４５
市町村

全市町村
（４３）

40市町村 B
１－（１）－①
３－（１）－①

2
子ども福祉課
青少年男女
共同参画課

９／４５
市町村

全市町村
（４３）

17市町村 C １－（１）－①
３－（１）－①

3 社会教育課 ４３６人 ５００人 ５６４人 A １－（２）－①

4 子ども福祉課 ４２６人 ９８４人 １，２８０人 A １－（３）－①

5 義務教育課 ６２．６％ １００％ ９７.２％ B １－（４）－①

6 義務教育課 ４３．２％ １００％ ９６.０％ B １－（４）－①

7 青少年男女
共同参画課

２９クラブ ３４クラブ ２８クラブ C ２－（１）－②

8 青少年男女
共同参画課

－ １４０社 １２３社 B
２－（１）－①
５－（３）－①

9 青少年男女
共同参画課

１，５００
店舗

２，０００
店舗

１,８４９
店舗

B
１－（１）－②
２－（１）－①
５－（３）－①

10 子ども福祉課 ６．４ 減少させる 3.9 A
４－（１）－①
４－（２）－①

11 子ども福祉課
０．８ 減少させる 0.8 C

４－（１）－①
４－（２）－①

12 子ども福祉課 ３．４ 減少させる 3.3 A
４－（１）－①
４－（２）－①

・人口動態統計
　（H20～H2５）

・人口動態統計
　（H20～H2５）

・人口動態統計（H25）

乳児家庭全戸訪問事業に取り組んでいる市町村数

養育支援訪問事業に取り組んでいる市町村数

家庭教育相談員の養成数

母子家庭自立支援給付金の支給対象者数

障害のある児童生徒に対する「個別の指導計画」
の作成（小・中・高校）

障害のある児童生徒に対する「個別の教育支援計
画」の作成（小・中・高校）

母親クラブの設置数

「育児の日」における企業の取組状況

かごしま子育て支援パスポート事業協賛店舗数

妊産婦死亡率（出産１０万対）

　市町村説明会等で事業の必要性を説明するなど，全ての市町村におい
て事業が実施されるよう努める。

　市町村説明会等で事業の必要性を説明するなど，全ての市町村におい
て事業が実施されるよう努める。

－

　旧プランにおいても目標を達成したが，ひとり親世帯への自立支援給
付は，今後も推進の必要性があるため，新プランにおいても引き続き目
標設定することとする。

　小・中学校がほぼ目標を達成しているのに対し，高等学校における障
害のある生徒に対する「個別の指導計画」の作成率が64.9％と低い状況
であることから，高校教育課と連携し，高等学校における特別支援教育
に関する研修を充実することで，一人一人の教育的ニーズに応じた指
導・支援をするためには，「個別の指導計画」の作成が必要不可欠であ
ることを意識付け，作成率の向上を図る。

　小・中学校がほぼ目標を達成しているのに対し，高等学校における障
害のある生徒に対する「個別の教育支援計画」の作成率が63.6％と低い
状況であることから，高校教育課と連携し，高等学校における特別支援
教育に関する研修を充実することで，関係機関と連携し，小・中・高と
一貫した指導・支援をするためには，「個別の教育支援計画」の作成が
必要不可欠であることを意識付け，作成率の向上を図る。

早期新生児死亡率（出生千対）

周産期死亡率（出産千対）

　早期新生児死亡は乳児死亡に含まれるので，乳児死亡で総括して評価
することとし，新プランにおいて数値目標としては設定しない。
国の「健やか親子２１」計画においても，第１次計画（H13～H2６)

では早期新生児死亡率は目標設定がなされていたが，第２次計画（H27
～H36）においては，数値目標として掲げられていない。

－

関係施策平成26年度
目標

平成26年度実績

　「かごしま子ども未来プラン」（後期計画）の数値目標実績について

番 号 所管課

後期計画
策 定 時

(平成21年度)
の 状 況

数 値 目 標 項 目 目標達成に向けての
今後の取組方針等

　母親クラブについては，平成24年度までで国・県の補助制度が終了し
たため，代わりに新プランにおいては，同様の子育てサークル等の機能
を持つ地域子育て支援拠点の設置箇所数を数値目標とする。

　県ホームページにおいて，「育児の日」取組企業の募集・登録企業の
紹介を行っているところであり，引き続き，企業やかごしま子育て支援
パスポート協賛店に働きかけを行う。

　未実施市町村に対する訪問等による実施の働きかけを行う。
　複数市町村に店舗のある協賛店の募集を推進する。

－

数値についての説明

母子保健法に基づく保健師
等による全戸訪問実施10
市町村を含む。

・乳児家庭全戸訪問事業と
　併せて実施している
　市町村　17市町村

・小学校　９９.３％
・中学校　９８.９％
・高等学校６４.９％

・小学校　９７.４％
・中学校　９８.３％
・高等学校６３.６％

・県分　　　　６クラブ
・中核市分　２２クラブ

・ノー残業デー等の取組企業
　　　　４０社
・かごしま子育て支援パス
ポートによるサービス提供企
業
　　　　８３社

・実施市町村数
　３５市町村

・Ｈ２６年度実績

評価基準　Ａ：最終目標（H26）を達成　Ｂ：最終目標（H26）の８５％以上達成　Ｃ：未達成（Ａ，Ｂ以外）
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数値 最終評価

関係施策平成26年度
目標

平成26年度実績

番 号 所管課

後期計画
策 定 時

(平成21年度)
の 状 況

数 値 目 標 項 目 目標達成に向けての
今後の取組方針等

数値についての説明

13 子ども福祉課 ２．５ 減少させる 2.5 C
４－（１）－①
４－（２）－①

14 子ども福祉課 ０．８ 減少させる 1.0 C
４－（１）－①
４－（２）－①

子ども福祉課 １０．４％ 減少させる 10.4 C ４－（２）－①

子ども福祉課 １．０％ 減少させる 0.8 A ４－（２）－①

16 子ども福祉課 １７．２ 減少させる 10.7 A ４－（２）－①

17 子ども福祉課 ２７．９ 減少させる ２６.７ A
３－（２）－②
４－（２）－①
４－（５）－①

１５．９
半減させる
（８.０）

１８．７ C

６．５
半減させる
（３.３）

３.０ A

５．９
半減させる
（３.０）

３.４ C

４．２
半減させる
（２.１）

１.７ A

１１．５
半減させる
（５.６）

８.７ C

　０歳

　１～４歳

　５～９歳

　10～14歳

　15～19歳

・人口動態統計（H25）

・人口動態統計（H25）

・人口動態統計
　（H20～H25）

・人口動態統計
　（H20～H25）

・人口動態統計
　（H20～H25）

・人口動態統計
　（H20～H25）

・人口動態統計
　（H20～H25）

・人口動態統計
　（H20～H25）

不慮の事故死亡率
（当該年齢人口10万対，0歳
については出生10万対）

４－（２）－①

　死亡に至らない事故も多いと見られることから引き続き事故防止につ
いては啓発を強化していく。
　しかし，国の「健やか親子２１」計画においては，第１次計画（H13
～H2６)では不慮の事故死亡率は目標設定がなされていたが，第２次計
画（H27～H36）においては，数値目標として掲げられていないた
め，今回は数値目標として設定しない。

18 子ども福祉課

　総合（地域）周産期母子医療センターとその他の周産期医療機関との
連携強化及び緊急搬送体制の整備，母親学級等における妊婦に対する保
健指導，訪問指導の充実を図る。
しかし，新生児死亡は乳児死亡に含まれるので，乳児死亡で総括して

評価することとし，新プランで数値目標として設定しない。
　国の健やか親子２１第２次計画においても数値目標として掲げられて
いない。

　今後も，低出生体重児の予防についての知識の普及啓発を強化すると
ともに，妊婦が定期的に妊婦健診を受診し，健康管理に取り組むよう，
妊婦健診の重要性についての啓発及び市町村の取組を支援する。
新プランでは，２５００g未満の体出生体重児として総括評価する。

－

－

乳児死亡率（出生千対）

　総合（地域）周産期母子医療センターとその他の周産期医療機関との
連携強化及び緊急搬送体制を整備を図るとともに，SIDSや不慮の事故に
よる乳児死亡を防止するために，乳児健康診査や育児支援教室等の機会
等を通じ，事故防止等についての知識の普及を行う。

乳児のＳＩＤＳ(乳幼児突然死症候群)死亡率
（出生１０万対）

１～４歳児の死亡率（当該年齢人口１０万対）

新生児死亡率（出生千対）

全出生数中の低出生体重児の
割合

　低出生体重児
　（出生体重
2,500ｇ未満）

　極低出生体重児
　（出生体重
1,500ｇ未満）

・人口動態統計（H25）

・人口動態統計（H25）

・人口動態統計
　（H20～H25）

15

評価基準　Ａ：最終目標（H26）を達成　Ｂ：最終目標（H26）の８５％以上達成　Ｃ：未達成（Ａ，Ｂ以外）
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数値 最終評価

関係施策平成26年度
目標

平成26年度実績

番 号 所管課

後期計画
策 定 時

(平成21年度)
の 状 況

数 値 目 標 項 目 目標達成に向けての
今後の取組方針等

数値についての説明

19 子ども福祉課 ７７．５％ １００％ ８８.８％ B
４－（１）－①
４－（２）－①

20 子ども福祉課 ３２人 ０人 １４人 C ４－（１）－①
４－（２）－①

21 健康増進課 ７２．６％ ９５％以上 ９１．９％ Ｂ ４－（２）－①

22 健康増進課 ６２．０％ ９５％以上 ９１．９％ Ｂ ４－（２）－①

23 健康増進課 ８４．７％ ９５％以上 ９２．４％ Ｂ ４－（２）－①

24 健康増進課 ９７．７％ ９５％以上 ９７.０％ A ４－（２）－①

25 健康増進課 ７０．１％ ７５.８% ７５.５％ B ４－（２）－①

26 保健体育課 － ４８.７％ ５１.５％ A ４－（２）－①

１．６９ 減少させる ２．３１ C ４－（３）－①

０．８１ 減少させる １．１９ C ４－（３）－①

０．１９ 減少させる ０．１３ A ４－（３）－①

０．５６ 減少させる ０.１９ A ４－（３）－①

28 子ども福祉課 ８．４ 減少させる 7.9 A
４－（３）－①
４－（３）－②

０．９ 減少させる 1.0 C

５．５ 減少させる 4.0 A

結核（ＢＣＧ）の予防接種率

う歯のない３歳児の割合

１２歳児でのむし歯のない者の割合

１０代の性感染症の報告数
（１定点医療機関あたり）

　性器クラミジア
感染症

　淋菌感染症

　尖圭コンジロー
マ

　性器ヘルペスウ
イルス感染症

・Ｈ２６年実績

妊娠１１週以内での妊娠の届出率

分娩後の妊娠の届出数
（妊娠届出をせず出産した者の数）

ジフテリア，百日咳，破傷風（ＤＰＴ）の予防接
種率

急性灰白髄炎（ポリオ）の予防接種率

　「県歯科口腔保健計画」において学齢期の目標として「12歳児でむし
歯のない者の割合」を，平成34年度までに65％とすることを掲げてお
り，今後も引き続き関係機関と連携した対策を推進する。

　各保健所において実施している中学校，高校を対象としたエイズ予防
普及啓発講演会や性教育の際に，性感染症の予防等に関する普及啓発を
行う。
　性感染症の患者数は，感染症発生動向調査事業により，県が指定した
16の医療機関から毎月報告されている。感染症は年ごとに流行，減少を
繰り返すことから，個々の性感染症について明確な目標値を設定するこ
とは難しい。そのため，平成27年度からの目標については，性感染症全
体の定点当たり報告数を，H22～26年の５か年における４疾患の平均
報告数４．５6以下とする。

　学校における子どもの発達段階に応じた総合的系統的指導，専門家の
活用による性教育等の取組を推進する。
　保健所において，学校等からの依頼による思春期の子どもたちやその
保護者等に対する健康教育，また関係者連絡会，研修会等の実施を継続
する。

　10～14歳の自殺率を実数で見ると，この5年間は毎年1人となってお
り，自殺率は国より低い状況ではあるが，保健所，学校など関連機関と
連携し，子どもたちへの「いのち」を大切にする教育の充実や子どもた
ちの相談に適切に対応できる体制づくりに取り組む。
新プランでは，年齢区分はせず，１０代の自殺率として総括評価す

る。

・人口動態統計
　（H21～H25）

・Ｈ２６年度定期健康診断

・Ｈ２５年度実績
　（鹿児島の母子保健
　　　　　Ｈ２７年３月）

・Ｈ２５年度実績
　（鹿児島の母子保健
　　　　　Ｈ２７年３月）

・地域保健・老人保健事業
　報告（Ｈ２６年度実績）

・地域保健・老人保健事業
　報告（Ｈ２６年度実績）

・算出方法
　（ＢＣＧ接種者/出生
数）
　　×１００

・Ｈ２５年度実績
　（鹿児島の母子保健
　　　　　Ｈ２７年３月）

　平成21年度から，すべての市町村が妊婦健康診査（14回）の公費負
担を実施していることから，妊婦健康診査の公費負担について，広報等
を活用した情報提供を市町村に依頼すると共に，関係医療機関にも働き
かけ，妊娠11週以内の届出がなされるよう啓発する。

　平成21年度から，すべての市町村が妊婦健康診査（14回）の公費負
担を実施していることから，妊婦健康診査の公費負担について，広報等
を活用した情報提供を市町村に依頼すると共に，関係医療機関にも働き
かけ，妊娠11週以内の届出がなされるよう啓発する。

　予防接種率の低い市町村の取組状況等を把握し，必要な助言等を行う
とともに，あらゆる機会を通じて市町村の接種率向上に向けた取組を促
進する。
　新プランにおいては，実態に合わせて２２と統合し，「四種混合の摂
取率」の目標設定とする。
　予防接種率の低い市町村の取組状況等を把握し，必要な助言等を行う
とともに，あらゆる機会を通じて市町村の接種率向上に向けた取組を促
進する。
　新プランにおいては，実態に合わせて２１と統合し，「四種混合の摂
取率」の目標設定とする。

－

　指標は改善傾向にあるものの，全国との比較においては，下位に甘ん
じていることから，乳児期からの歯科保健指導の充実やフッ化物洗口等
を含む歯科保健対策を今後とも推進していく。

４－（３）－②29 子ども福祉課

健康増進課

１０代の人工妊娠中絶実施率
(１５～１９歳人口千対）

１０代の自殺率
（当該年齢人口１０万対）

　10～14歳

　15～19歳

・Ｈ２６年実績

・Ｈ２６年実績

27

・Ｈ２６年実績

・厚生労働省衛生行政
　報告例（Ｈ２５年度）

・人口動態統計
　（H21～H25）

　予防接種率の低い市町村の取組状況等を把握し，必要な助言等を行う
とともに，あらゆる機会を通じて市町村の接種率向上に向けた取組を促
進する。

麻しん・風疹(ＭＲ)の予防接種率

・地域保健・老人保健事業
　報告（Ｈ２６年度実績）

評価基準　Ａ：最終目標（H26）を達成　Ｂ：最終目標（H26）の８５％以上達成　Ｃ：未達成（Ａ，Ｂ以外）
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数値 最終評価

関係施策平成26年度
目標

平成26年度実績

番 号 所管課

後期計画
策 定 時

(平成21年度)
の 状 況

数 値 目 標 項 目 目標達成に向けての
今後の取組方針等

数値についての説明

30 保健体育課 ６７．３％ ８５．０％ ８８.３％ A ４－（３）－①

31 青少年男女
共同参画課

４４３人 ０人 ２３２人 C ５－（１）－①

32 青少年男女
共同参画課

３６．８％ １００％ ８７.０％ Ｂ ５－（１）－①

33 青少年男女
共同参画課

３００か所 ３５６か所 ３５７カ所 A ５－（２）－①

34 青少年男女
共同参画課

１０３か所 １５２か所 １１９カ所 C ５－（２）－①

35 青少年男女
共同参画課 ６７か所 ７９か所 ８２カ所 A

１－（１）－①
２－（１）－②
５－（２）－①

36 青少年男女
共同参画課

１4か所 ３８か所 ２７カ所 C ５－（２）－①

37 青少年男女
共同参画課

２２か所 ６０か所 ２３カ所 C ５－（２）－①

38 青少年男女
共同参画課

１２か所 １８か所 ６カ所 C ５－（２）－①

39 青少年男女
共同参画課

３０か所 ３８か所 ３１カ所 C ５－（２）－①

40 雇用労政課 ９か所 １５か所 １２か所 C
２－（１）－②
５－（２）－①
５－（３）－②

41 青少年男女
共同参画課

９２．７％ １００％ ９７．３％ Ｂ ５－（２）－①

保育所入所待機児童数

保育所における自己評価・第三者評価の実施率

延長保育の実施か所数

一時預かりの実施か所数

鹿児島市,和泊町,姶良市,
薩摩川内市,鹿屋市,枕崎市,
志布志市,霧島市,徳之島町,
出水市,西之表市,いちき串
木野市

・１４４園／１４８園

薬物乱用防止教室の実施率
（小・中・高校）

　未設置市町村を対象としたアンケート結果等に基づき，設置に関する
情報提供や直接訪問を行い，設置の促進を図る。
　なお，市町村子ども・子育て支援事業計画における量の見込みに対す
る提供体制が確保されるよう，市町村や事業者へ助言等を行う。

　新制度においては，新制度移行前の幼稚園のみでなく，幼保連携型認
定こども園等においても預かり保育の実施を促進するため，事業説明会
等を通じて，市町村や事業者へ助言等を行う。

　国の第四次薬物乱用五か年戦略を踏まえ，中学校及び高等学校は年間
計画に位置付け，年１回は薬物乱用防止教室を開催することを指導して
いるところであり，今後も継続的に指導していく。
　また，小学校における薬物乱用防止教室についても，学校の実情に応
じて，できる限り年１回開催するよう指導していく。

・県分　　　２３か所
・中核市分　　８か所

地域子育て支援拠点の設置か所数

病児・病後児保育の実施か所数

休日保育の実施か所数

子育て短期支援事業(トワイライトステイ)の実施か
所数

・県分　　　６７か所
・中核市分　１５か所

・県分　　　２０か所
・中核市分　　７か所

ファミリー・サポート・センター設置か所数

幼稚園における子育て支援事業の実施率

子育て短期支援事業（ショートステイ）の実施か
所数

   子ども・子育て支援新制度の施行に伴い，地域子育て支援拠点設置の
必要性も高まっていることから新プランにおいても目標設定を行う。
　なお，市町村子ども・子育て支援事業計画における量の見込みに対す
る提供体制が確保されるよう，市町村や事業者へ助言等を行う。

　市町村子ども・子育て支援事業計画における量の見込みに対する提供
体制が確保されるよう，市町村や事業者へ助言等を行う。
　なお，少子化社会対策大綱において目標設定を人数で行っていること
から，新プランにおいてもそれに合わせて人数で目標を設定する。

子ども・子育て支援新制度においては，施設型給付費等の加算対象と
なったことから，市町村や事業者へ助言等を行う。

　市町村子ども・子育て支援事業計画における量の見込みに対する提供
体制が確保されるよう，市町村や事業者へ助言等を行う。
　なお，少子化社会対策大綱において目標設定を人数で行っていること
から，新プランにおいてもそれに合わせて人数で目標を設定する。
また，ショートステイ・トワイライトステイについては，国の地域子

ども・子育て支援事業において，どちらも「地域子ども・子育て支援事
業」の１メニューであり，他の数値目標は，当該事業ごとに数値目標と
して掲げていることから，他項目とのバランスを考慮して新プランにお
いては，「子育て短期支援事業に１本化

　市町村子ども・子育て支援事業計画における量の見込みに対する提供
体制が確保されるよう，市町村や事業者へ助言等を行う。
　なお，少子化社会対策大綱において目標設定を人数で行っていること
から，新プランにおいてもそれに合わせて人数で目標を設定する。
　また，ショートステイ・トワイライトステイについては，国の地域子
ども・子育て支援事業において，どちらも「地域子ども・子育て支援事
業」の１メニューであり，他の数値目標は，当該事業ごとに数値目標と
して掲げていることから，他項目とのバランスを考慮して新プランにお
いては，「子育て短期支援事業に１本化

・県分　　　１３か所
・中核市分　１０か所

・県分　　　　５か所
・中核市分　　１か所

・小学校　８１.７％
・中学校　１００％
・高等学校１００％

・対前年度　＋１９人
　（県分　　＋２９人　）
　（中核市　▲１０人　）

・県分　　332／3７７か所
・中核市分　97／11６か所

・県分　　　　２５２か所
・中核市分　　１０５か所

・県分　８３か所
・中核市分　３６か所

待機児童数については，各市町村が子ども・子育て支援事業計画におい
て，平成２９年度末までの解消を目標としており，その達成に向けて，
市町村や事業者へ助言等を行う。

　子ども・子育て支援新制度においては，保育所のみでなく，幼稚園，
幼保連携型認定こども園等においても，自己評価，第三者評価の実施の
達成に向けて，市町村や事業者へ助言等を行う。

　市町村子ども・子育て支援事業計画における量の見込みに対する提供
体制が確保されるよう，市町村や事業者へ助言等を行う。
　なお，少子化社会対策大綱において目標設定を人数で行っていること
から，新プランにおいてもそれに合わせて人数で目標を設定する。

　市町村子ども・子育て支援事業計画における量の見込みに対する提供
体制が確保されるよう，市町村や事業者へ助言等を行う。
　なお，少子化社会対策大綱において目標設定を人数で行っていること
から，新プランにおいてもそれに合わせて人数で目標を設定する。

評価基準　Ａ：最終目標（H26）を達成　Ｂ：最終目標（H26）の８５％以上達成　Ｃ：未達成（Ａ，Ｂ以外）
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数値 最終評価

関係施策平成26年度
目標

平成26年度実績

番 号 所管課

後期計画
策 定 時

(平成21年度)
の 状 況

数 値 目 標 項 目 目標達成に向けての
今後の取組方針等

数値についての説明

42 青少年男女
共同参画課

２５３か所 ３２３か所 ３４６か所 A
１－（４）－①
２－（３）－①
５－（２）－②

43 雇用労政課 １．０％ 増加させる １.３％ A ５－（３）－②

44 雇用労政課 ５２社 ３２９社 ２６３社 C ５－（３）－①
５－（３）－②

45
地球温暖化
対策課

３５市町村 ４３市町村 ３６市町村 C ６－（１）－④

８０．６% １００％ １００％ A ６－（１）－②

８８．７% １００％ １００％ A ６－（１）－②

47
青少年男女
共同参画課

２５０人 ３００人 ２４４人 C ８－（１）－②

※　「新プラン目標」及び「目標達成に向けての今後の取組方針」が両方とも「－」となっている場合は，旧プランにおいて数値目標達成済であるため，新プランにおいて目標設定が

　されていない項目である。

・県分　　　２５３クラブ
・中核市分　　９３クラブ

・取得率
　（取得者／対象者）

　市町村子ども・子育て支援事業計画における量の見込みに対する提供
体制が確保されるよう，市町村や事業者へ助言等を行う。
　なお，少子化社会対策大綱において待機児童数に係る目標設定を行っ
ていることから，新プランにおいてもそれに合わせて目標を設定する。

　労働局や関係機関と連携して，育児・介護休業法や各種助成制度につ
いて周知・啓発に努める。

こどもエコクラブ設置市町村数 ・クラブ数　３９クラブ

・平成２７年３月現在

放課後児童クラブ設置数

男性の育児休業取得率

かごしま子育て応援企業登録数
　平成24年度から実施している案内文書の一斉発送や，発送後の電話で
のフォロー説明，戸別訪問による事業説明を行いながら，登録企業数を
増加させる。

HP等を通じて魅力あるエコクラブ活動の周知を図るとともに，未設置市
町村を訪問するなどして設置市町村の増加を図る。

義務教育課

評価基準　Ａ：最終目標（Ｈ２６）を達成　Ｂ：最終目標（Ｈ２６）の８５％以上達成　Ｃ：未達成（Ａ，Ｂ以外）

46 ー

　県地域女性団体連絡協議会を通じ，追加委嘱について働きかけを行
う。
　また，新プランにおいては，世話焼きキューピッドに加え，新たに企
業・団体や地域における適任者を「結婚サポーター」として委嘱し，結
婚を希望する人への支援に努める。

道徳教育推進教員の配置

  小学校

  中学校

世話やきキューピッドの委嘱数

・全校に配置済

・委嘱継続　　　２４４人
・新規委嘱　　　　　０人

・全校に配置済

評価基準　Ａ：最終目標（H26）を達成　Ｂ：最終目標（H26）の８５％以上達成　Ｃ：未達成（Ａ，Ｂ以外）
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